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見積参加者選考調書（特定随意契約用）

調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

決 定 日

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

令和4年10月27日

路面電車ラッピング施工作業等業務

中央区市民部地域振興課

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

(1) 本業務の対象となる路面電車は、特殊な形状及び大きさを有していることに加え、新
型低床車両（シリウス）への側面全体のラッピングが初の試みであること。

(2) 他の車両運行に影響がでないよう短い施工期間において各作業を実施しなければなら
ないことに加え、その施工には高度な技術が必要であること。

(3) 本業務の確実な履行を担保するため、令和４年度～令和７年度札幌市競争入札参加資
格者名簿（物品・役務）において、業種が大分類「役務（一般サービス業）」に登録のあ
るものから、過去に路面電車のラッピング業務（民間広告等を含む。）の実績がある者を
すべて指名し、指名競争入札を予定していたところ、入札の意向を示したのは１社のみ
で、他２社からは辞退届の提出がなされたほか、残る１社は入札書及び辞退届のいずれに
ついても期限までの提出がなく、当該指名競争入札は中止となったこと。

以上、上記(1)～(3)のとおり、本事業の実施は競争入札に適しないものと認め、上記選定
事業者を特定とする。

根拠法令


